
病床確保⾒込

1,000床

⾃宅待機・宿泊施設
（軽症・無症状）

3,000床

重症者対応 30床

600床

現在の陽性者数158人
（うち重症︓10人） 廃止病棟の稼働 3５0床

フェーズ１
＜感染拡大期＞

フェーズ２
＜危険水域＞

フェーズ３
＜オーバーシュート①＞

重症者対応 50床

重症者対応 300床

15,000人

オーバーシュートへの危険信号
①感染経路が不明な陽性者数や陽性率の上昇
②陽性者の年代別推移における⾼齢者割合の増加
③集中治療室（ICU）の稼働率の増加

平均４０人／日の陽性×15日 平均６７人／日の陽性×15日 平均1,0００人／日の陽性×15日
※フェーズ２（1,000床）までは病床確保の⾒込み

稼働病床(感染症＋一般)
非稼働病床

稼働病床(感染症＋一般)
非稼働病床

稼働病床(感染症＋一般)

15,000床

フェーズ４
＜オーバーシュート②＞
（国算定式によるﾋﾟｰｸ時）

重症者対応 500床

新型コロナウイルス感染症のフェーズに応じた保健医療対策（案）

廃止病棟の稼働 350床
非稼働病床

⾃宅待機・宿泊施設
（軽症・無症状）

廃止病棟の稼働 350床
非稼働病床



項目 フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３・４

検査対象
・症状から陽性が疑われる者
・濃厚接触者、入院中の陰性確認
(１⽇当たりの可能検査︓140人分、280検体
+⺠間検査)

・症状から陽性が疑われる者
・濃厚接触者、入院中の陰性確認

・入院が必要な肺炎患者等を優先
・無症状は検査対象外

検査体制
・地方衛生研究所
・帰国者・接触者外来、⺠間検査機関

・地方衛生研究所
・帰国者・接触者外来、⺠間検査機関
・その他（ドライブスルー方式等の検査場）

・地方衛生研究所
・帰国者・接触者外来、⺠間検査機関

外来診療
・帰国者・接触者外来(63ヶ所) ・帰国者・接触者外来の拡充(63ヶ所+α) ・⼀般医療機関(除外医療機関除く)

⼊院診療

・感染症指定医療機関
・協⼒医療機関（⾮稼働病床の活⽤含む）

・感染症指定医療機関
・協⼒医療機関（⾮稼働病床、廃⽌病床
の活用含む）

・感染症指定医療機関
・協⼒医療機関（⾮稼働病床・廃⽌病床含む）
・軽症者は⾃宅療養⼜は宿泊施設
・コロナ専用ＩＣＵの拡大
・コロナ専用病棟の複数病院への設置
・流⾏地域外の他府県医療機関

患者搬送
（手法・形態）

・救急搬送（消防）
・患者移送⾞

・救急搬送（消防）
・患者移送⾞、病院⾞、DMATカー

・救急搬送（消防）
・患者移送⾞、DMATカー、自衛隊
・他府県への広域搬送
・バス（重症者以外）

入院調整
・入院フォローアップセンター(都道府県調整本部) ・入院フォローアップセンター(都道府県調整

本部)
・入院フォローアップセンター(都道府県調整本部)
・広域調整本部との調整

受け入れ可能情
報の把握

・患者搬送コーディネータによる調整
・個別に入院可能病床の把握、共有

・患者搬送コーディネータによる調整
・⼤阪府救急・災害医療情報システム（エ
リア災害登録）の活用

・広域災害医療情報システム（EMIS）の活用

医療⼈材確保
・医療スタッフ確保のため災害拠点病院、医師会
等への協⼒依頼・調整
・専⾨医・保健所による医療⼈材のへ感染症対
応に係る指導

・専⾨医・保健所による医療⼈材のへ感染
症対応に係る指導
・府内の医療スタッフの配置調整

・厚労省及び近隣府県への協⼒要請

保健所の機能
・受診相談
・積極的疫学調査（全数）
・協⼒医療機関に対する感染症対応の指導

・受診相談
・積極的疫学調査（優先順位付け）

・受診相談
・⾃宅療養者等の健康観察（陰性確認のための
検体採取）

各フェーズに応じた必要な対策(案)

検
査

医
療
提
供

そ
の
他



各フェーズにおいて解決が必要な課題(案)

項目 フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３・４

検査対象
●退院確認・検査実施の是非 ●検査基準(対象とする症状)

検査体制
●ドライブスルー⽅式の医療法上の制約、設置場
所・主体の確保

●検査結果の情報集約

外来診療
●医療資器材不⾜（マスク・防護服等）
●接触者外来への人的支援

●医療資器材不⾜（マスク・防護服等）
●⼀般医療機関（除外医療機関除く）への周
知

⼊院診療

●非稼働病床の運営スタッフ確保 ●⼈⼯呼吸器等の医療機器確保
●休床・廃止病床の運営スタッフの確保

●⼈⼯呼吸器等の医療機器の集約
●病床確保
●⾮感染者の医療確保
●医療スタッフの最適配置
●重症度に応じた患者移送の確保
●宿泊施設の運営スタッフの確保

患者搬送
（手法・形態）

●搬送時の医療資器材不⾜（マスク・防護服
等）
●搬送後（移送含む）の⾞両の消毒

受け入れ可能情
報の把握

●広域災害医療情報システム（EMIS）⼊⼒
方法の調整

医療⼈材確保
●専門医・保健所による指導 ●専門医・保健所による指導

●関係団体の協⼒による⼈材確保
●関係団体、他府県の協⼒による⼈材確保

保健所の機能
●保健所業務の切り替え ●全庁からの応援体制の構築

●保健所業務（健康観察）の負担軽減
（ICTツール活用や業務委託）
●患者情報の収集

※網掛け箇所は既に解決策を講じている項目

検
査

医
療
提
供

そ
の
他



項目 フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３・４

軽症者受入施設 ・宿泊施設を活用した受入れスキーム構築
・募集準備

・募集開始
・宿泊施設の活用開始

・宿泊施設の活用

在宅療養患者 ・生活支援準備の要請 ・市町村による生活支援実施要請

要援護者 ・要援護者の把握と生活支援準備の要請 ・市町村による生活支援実施要請

火葬
・⽕葬能⼒、遺体安置所等の把握
（国・市町村との連携）

・市町村における火葬場等の確保
・墓地、火葬等に関する情報収集と遺体の搬送手配等の実施
・遺体の検案等の実施

イベント ・府主催イベントの中止

外出
・外出自粛の呼びかけ
・職場における感染予防対策の開始を要請
・従業員の健康管理の徹底を要請

・外出自粛要請【緊急事態宣言】
（通院、⾷料買い出し、通勤等⽣活の維持に必要な場合を除く）
・従業員の健康管理の徹底
・職場における感染予防対策の開始を要請

施設

・休校、休業措置について協⼒要請 ・施設使用制限【緊急事態宣言】
①使用制限を要請・指示する施設
学校（幼・小・中・高・支援学校）、保育所、介護施設等(通所、短期間⼊所利⽤に限る)
②段階的に運⽤すきき施設（協⼒要請→使用制限要請→指示）
大学、専修学等の教育施設、劇場、観覧場、映画館、集会場、展示場、百貨店、マーケット、
ホテル⼜は旅館、ボーリング場、博物館、キャバレー、理髪店、教習所、学習塾等

⾷料等物資
・⾷料品、⽣活必需品等の購⼊の適切な
⾏動の呼びかけ
・⾷料品の物資の流通、運送確保のため、
事業者の事業継続体制の整備を要請

・物価の高騰、買占め、売惜しみの調査・監視
・緊急物資（⾷料品、医薬品等）の輸送・
配送要請、指示
・物資の売渡の要請

治安
・府警察との情報共有 ・府警察による犯罪情報の集約

・広報啓発活動の推進
・悪質事犯に対する取締りの徹底

庁内体制
・通常業務の絞り込みと人員確保準備
（４割欠勤想定）

・通常業務の絞り込みと人員確保 ・感染症対策及び優先業務執⾏体制

国との調整
(緊急事態宣言)

・緊急事態宣言に向けた国との調整
・緊急事態宣言を国に要請

各フェーズに応じた必要な対策(案)

府
民
生
活

物
資

生
活
支
援
等

そ
の
他



項目 フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３・４

軽症者受入施設

・活用スキームの構築（費用負担含む）
・募集条件の整理
・検討体制の構築
・運営手法の検討（マニュアル整備）

・事業者の開拓
・事業者調整
・運営状況の把握と改善

在宅療養患者 ・市町村における具体的な支援内容、手
法の検討・調整

・患者増加時の市町村の体制強化

要援護者
・要援護者の実態把握
・市町村における具体的な支援内容、手
法の検討・調整

・要援護者のニーズにあった支援メニューの提供

火葬 ・市町村の現状把握 ・市町村との調整 ・⽕葬能⼒不⾜時の⽕葬場確保策
・死亡者増加時の搬送手段の確保策

イベント ・⻑期化に伴う補償費の増⼤

外出

外出自粛要請【緊急事態宣言】
・要請の実効性確保

施設

・段階的に運用すべき施設の把握 施設使用制限【緊急事態宣言】
・休業補償
・学校休校に伴う保護者の就労問題
・保育所等の使⽤制限に伴う医療従事者の不⾜
・福祉施設(通所、短期間⼊所利⽤に限る)の使用制限に伴う一部サービス停止に対する支援方策

⾷料等物資
・不適切な購⼊⾏動の増加による品不⾜
・感染者数の増大に伴う緊急物資の輸送・搬送体制の崩壊

治安 ・詐欺等の悪質事犯の増加

庁内体制 ・庁内調整 ・感染症対策及び優先業務の移⾏タイミング ・感染者数（欠勤者）の増加に伴う人員の確保

国との調整
(緊急事態宣言)

・国の判断基準の確認

各フェーズにおいて解決が必要な課題(案)

府
民
生
活

物
資

生
活
衛
生

そ
の
他

※網掛け箇所は既に解決策を講じている項目等



物
資
班（

マ
ス
ク
・
防
護
服
等
の
確
保
等）

相
談
対
応
班

全
体
調
整
班

設
備
班（
病
院
設
備
の
整
備
補
助
等）

大阪府新型コロナウイルス対策本部

広
報
・
報
道
班

設備・
物資担当

個別患者
対応担当

連携・調整・情報共有・集約

検
査
・
医
療
費
班（

検
査
体
制
の
確
保
等）

個
別
事
象
対
応
班

フ
ォ
ロー

ア
ッ
プ
班

休
床
病
床
の
活
用
調
整
班

病
床
開
拓
班

知事（対策本部⻑）

病床整備
入院調整担当

オーバー
シュート
対策チーム

企
画
班（

対
策
本
部
の
運
営
・
企
画
等）

企画推進
担当

各部局⻑

※１月24日 対策本部設置
３月26日 法に基づく対策本部となる

副知事

※ 都道府県調整本部としては４月1日に設置

現状

危機管理監 健康医療部⻑

入
院
調
整
班

病
床
運
用
班

都道府県対策調整本部

入院フォロー
アップセンター

専門家会議

新型コロナウイルス感
染症対策協議会
（事務局︓医療対策課）

※ 対策本部の基に設置し、
有識者が専⾨的⾒地から
議論を⾏う（3月14日設置）

※ 病床・入院調整等の対策に
関し、関係者で協議を⾏う
（4月1日設置）

※ 3月13日設置



物
資
班（

マ
ス
ク
・

防
護
服
等
の
確
保
等）

全
体
調
整
班

支
援
班（

空
床
確
保
の

補
助
等）

大阪府新型コロナウイルス対策本部

専門家会議

広
報
・
報
道
班

病院支援・
物資担当

個別患者
対応担当

検
査
・
医
療
費
班

（

検
査
体
制
の
確
保
等）

個
別
事
象
対
応
班

フ
ォ
ロー
ア
ッ
プ
班

新型コロナウイルス感
染症対策協議会
（事務局︓医療対策課）

知事（対策本部⻑）

病床運営
入院調整担当

オーバーシュート
対策チーム

企
画
班（

対
策
本
部
の
運
営

・
企
画
等）

企画推進
担当

各部局⻑

※１月24日 対策本部設置
３月26日 法に基づく対策本部となる

副知事 ※ 対策本部の基に設置し、
有識者が専⾨的⾒地から
議論を⾏う

※ 病床・入院調整等の対策に
関し、関係者で協議を⾏う

オーバーシュート時

広域調整本部（調整中）

危機管理監 健康医療部⻑

連携

入院フォロー
アップセンター

搬
送
班

企
画
調
整
班

宿
泊
施
設
班

連携・調整・情報共有・集約

患者情報管理班

病院運営
入院調整班

病
床
支
援
班

（

物
資）

災害医療コーディネーター

病
床
運
用
班

（

人
材）

都道府県対策調整本部

⇨

委
託

健
康
観
察
班（

自
宅
療
養
者）

相
談
対
応
班


